
議案第６号 

意見の聴取について 

上記の議案を提出する。 

    令和８年２月４日 

提出者 板橋区教育委員会教育長 長沼 豊  

 

意見の聴取について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第２項の規定に

基づく区長からの意見の聴取について、区長原案に同意する。 

 

                記 

 

１ 令和８年度東京都板橋区一般会計予算 

２ 令和７年度東京都板橋区一般会計補正予算 ( 第４号 )  

３ 令和７年度東京都板橋区一般会計補正予算 ( 第５号 )  

４ 東京都板橋区職員定数条例の一部を改正する条例 

５ 東京都板橋区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例 

６ 東京都板橋区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び

運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

７ 東京都板橋区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要

件を定める条例の一部を改正する条例 

８ 東京都板橋区乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例 

９ 東京都板橋区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

１０ 東京都板橋区あいキッズ条例の一部を改正する条例 

１１ 東京都板橋区長及び副区長の給料等に関する条例等の一部を改正す

る条例 



１２ 幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

１３ 板橋区立志村小学校・志村第四中学校小中一貫型学校改築工事請負

契約の一部変更について 

 

（提案理由）  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２７条第２項の規定に基づき、

区長からの意見の聴取について依頼があった。 


